
教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目と本学で開講する授業科目

短期大学部音楽科

教職課程履修者はすべて履修しなければならない。

教育職員免許法施行規則に定める科目区分 本学で開講する授業科目

科目 最低修得単位数 学科目 授業科目 単位数

 日本国憲法 2  教養・基礎科目  法学（日本国憲法） 2

 単位数合計 8 単位数合計 10

 保健体育講義 1

 外国語コミュニケーション 2  外国語科目  英語Ⅰ（コミュニケーションを含む） 4

 体育 2  保健体育科目

 体育実技 1

 情報機器の操作 2  教養・基礎科目  情報処理演習Ⅰ 2


